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・本手引きに掲載している様式等は，制度開始前であることから，変更になる可能性がご

ざいます。予めご承知おきください。 
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第１章 概要 
１ eLTAX とは 

eLTAX（エルタックス）とは，「地方税共同機構」が開発・運営する，地方税の手続きをインタ

ーネットを利用して電子的に行うことができる申告・納付（納入）システムです。 

eLTAX 対応ソフトウェアである「PCdeskNext」を利用することで電子申告が可能となり，申告後

に「PCdesk」（DL 版または Web 版）を利用することで電子納付（納入）が可能となります。 

本手引きでは，宿泊税において eLTAX の利用を開始するところから，電子申告等の手続きを行っ

たうえで，納入の手続きを行うまでの一連の基本的な流れを説明します。 

 

【手続きの流れ】 

 

１．PCdesk（Web 版）を操作 

①利用者 ID を取得 ②提出先の追加 ③ 
（代理人が申請等を行う場合のみ） 

代理行為を行うための手続き 

 

 

２．PCdesk Next を操作 

④ 
申告書等の作成に必要な 

情報を事前登録する 
⑤申告書等を作成する ⑥ 

電子証明を付与して送信

する 

 

 

３．PCdesk（Web 版）を操作 

⑦受付完了通知を確認する ⑧納入の手続きをする 

※代理人が申告を行う場合，PCdesk（DL 版）の操作も必要になります。 

 

・eLTAX のホームページ：https://www.eltax.lta.go.jp/ 

・PCdeskNext特設ページ：https://www.eltax.lta.go.jp/special/pcdesknext/ 

・eLTAX のよくある質問：https://eltax.custhelp.com/ 

 

eLTAX 利用時間：８時３０分から２４時まで 

（土日祝日，年末年始１２月２９日から１月３日は除く） 

土日に利用可能な日もあるため，詳細は「eLTAX」のホームページ」をご覧ください。 
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２ eLTAX と PCdesk について 

eLTAX では，無料でご利用いただける eLTAX 対応ソフトウェアとして，PCdesk が提供されていま

す。ソフトウェアの種類に応じて，利用可能な機能が異なります。 

 

・PCdesk（DL 版）：パソコンにソフトウェアをインストールして利用します。 

・PCdesk（WEB 版）：パソコンから Web ブラウザでアクセスして利用します。 

・PCdesk Next：パソコンから Web ブラウザでアクセスして利用します。 

 

利用できる内容 DL 版 WEB 版 Next 

利用者情報の手続き 

利用届出（新規）の手続き 

 eLTAX の利用を開始する手続きを行います。 

○ 

(※１) 
○ × 

利用者情報に関する手続き 

 利用者情報の照会・変更の手続きを行います。 
○ ○ × 

申告・申請・届出の手続き 

宿泊税に関する手続き 

 申告等の手続きを行います。 
× × ○ 

納税の手続き 

口座登録に関する手続き 

 口座情報の登録，変更を行います。 
○ ○ × 

納付に関する手続き 

 納付情報の発行依頼や納付を行います。 
○ ○ × 

代理行為の手続き 

申告に関する手続き 

 代理の申告手続きのための準備作業を行います。 
○ × × 

納税に関する手続き 

 代理の納税手続きのための準備作業を行います。 
○ ○ × 

※１ DL 版での利用届出（新規）は，代理人のみ利用できます。 

 

eLTAX ホームページにも，各種マニュアルが掲載されておりますので，併せてご確認くだ

さい。 

 

【eLTAX のホームページ】 

https://www.eltax.lta.go.jp/support/manual/ 
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第２章 事前準備 
１ 事前確認 

eLTAX を初めて利用する方と，すでに他税目で利用している方で，手続きの段階が異なります。

下記図でご確認のうえ，必要な手続きのページをご覧ください。 

なお，eLTAX の利用者 ID は，原則１特別徴収義務者につき，１利用者 ID をご取得ください。（ 

函館市では，宿泊施設ごとに ID を取得する必要はございません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 代理行為の承認依頼には特別徴収義務者本人の利用者 ID も必要です。取得がまだの場合は，P

１０「代理人による特別徴収義務者の利用者 ID の取得」もご参照ください。 

 

【注意】 

 eLTAX の利用届出は，「宿泊税特別徴収義務者登録申請書」の提出とは異なる手続きです。 

 新たに旅館業または住宅宿泊事業を営む方は，必ず別途「宿泊税特別徴収義務者登録申請書」

をご提出ください。 

 なお，令和８年４月１日時点ですでに宿泊事業を営んでいる方についても，「宿泊税特別徴収

義務者登録申請書」のご提出が必要になります。 

 

 

 

申
告
・
納
入
の
手
続
き
を
行
う
の
は
䥻
特
別
徴
収
義
務
者
本
人
で
あ
る 

特別徴収義務者の

利用者 ID をすでに

取得している。 

既存の ID に申告税目（提出先）を追加して

ください。 

 →特別徴収義務者本人用手引き P１１へ 

代理人名義の利用

者 ID をすでに取得

している。 

利用者 ID を取得してください。 

 →特別徴収義務者本人用手引きの P４およ

び P５へ 

代理行為の承認依頼を行ってください

（※）。 

 →本書の P１６へ 

代理人の利用者 ID を新規で取得し，代理行

為の承認依頼を行ってください（※）。 

 →本書の P５および P１６へ 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

(税理士等) 
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２ 利用者 ID の取得 

eLTAX での電子申告や納付（納入）の手続きには eLTAX の利用者 ID が必要になります。 

PCdesk（Web 版）で「利用届出（新規）」を実施し，利用者 ID を取得してください。 

 

【必要な準備】 

① パソコン環境の準備 

eLTAX のご利用にはインターネットに接続できるパソコン環境が必要です。 

Microsoft Edge や Google Chrome 等のブラウザがご利用いただけます。 

また，電子証明書の使用に必要なプラグインをパソコンにインストールします。 

（参考）eLTAX ホームページ「パソコン環境のチェック」 

 https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/pckankyou/ 

（参考）eLTAX ホームページ「署名用のプラグインをインストール」 

 https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/syomei/ 

 

② e-mail アドレスの準備 

  地方公共団体からのお知らせや，申告書の送付等に係る手続き完了通知など，連絡事項を受け

取るための e-mail アドレスをご準備ください。 

 

③ 電子証明書の準備 

  eLTAX では，申告データ等が特別徴収義務者または代理人によるものであることおよびデータ

の改ざんがないことを確認するため，申告データ等に電子署名を付与し，電子証明書を添付する

必要があります。 

  特別徴収義務者が個人の場合はマイナンバーカード（電子証明付き），法人の場合は商業登記

電子証明書もしくは代表者個人のマイナンバーカード（電子証明付き）もご利用いただけます。 

  なお，電子申告や納付の手続きを代理人に依頼し，特別徴収義務者の利用者 ID の取得のみを

特別徴収義務者本人が行う場合は，特別徴収義務者本人の電子証明書は不要（代理人の電子証明

書は必要）です。 

  

（参考）eLTAX ホームページ「電子証明書の準備」 

 https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/denshisyoumeisyo/ 

＜注意＞ 

 マイナンバーカードの場合，カードリーダーが必要です。 
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第３章 各種手続きの流れ 
 特別徴収義務者本人に代わって代理人（税理士・税理士法人）が申告や納税の手続きを行う場合

は，以下のものが必要となります。 

 ・ 代理人の利用者 ID，電子証明書 

 ・ 特別徴収義務者の利用者 ID 

 

１ 代理人の利用者 ID の取得 

 申告・納税を行う代理人（税理士・税理士法人）が eLTAX の利用者 ID をお持ちでない場合は，

代理人の利用届出から開始してください。 

 

 ① PCdesk（Web 版）を起動し，「利用届出（新規）」を押下する。 
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 ② 利用規約が表示されるので，内容を確認のうえ「同意する」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 利用種別の選択画面に遷移したら「税理士」を押下する。 
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 ④ 提出先択画面に遷移したら，以下のとおり選択し，「次へ」を押下する。 

  ・ 地域     「北海道」 

  ・ 都道府県   「北海道」 

  ・ 地方公共団体 「函館市」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ 利用者情報入力の画面に遷移したら，代理人の情報を各項目に入力していく。 

   入力完了後，「次へ」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意】 

 「利用者情報入力」画面に，「利用形態」が表示されます。 

 税務代理業務および自己の申告に利用する場合は，「代理行為及び自己申告」を，税務代理

業務にのみ利用する場合は，「代理行為のみ」を選択してください。 



 

8 

 ⑥ 提出先・手続情報入力画面に遷移したら，以下のとおり選択し「次へ」を押下する。 

  ・ 利用税目    「宿泊税」 

  ・ 提出先事務所等 「函館市役所」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑦ 入力内容確認の画面に遷移したら，内容確認し「次へ」を押下する。 
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 ⑧ 証明書選択の画面に遷移したら，電子証明書を選択のうえ設定し「次へ」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑨ 利用届出（新規）送信結果が表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足】 

 利用届出に入力した e-mail アドレス宛てに，「手続き完了通知」メールが届きます。メール

内には利用者 ID は記載されませんので，利用者 ID および暗証番号については，本画面にて確

認してください。 

【注意】 

 代理人（税理士等）名義の電子証明書を添付してください。 
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２ 代理人による特別徴収義務者の利用者 ID の取得 

PCdesk（DL 版）使用して，代理人が特別徴収義務者の eLTAX の利用者 ID を取得することができ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 ① PCdesk（DL 版）を起動し，代理人の利用者 ID でログインし，「代理行為に係る手続き」を押

下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 代理行為メニューの画面に遷移したら「利用届出（新規）代理人用」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

 PCdesk（DL 版）のインストールについては，eLTAX ホームページをご覧ください。【eLTAX ホ

ームページ「PCdesk の特徴と取得方法」内「PCdesk（DL 版）の取得方法」】 

 https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/software/（動画あり） 
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 ③ 作成方法選択の画面に遷移したら「利用者種別」および「提出先」（函館市）を選択し，「次

へ」を押下する。 
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 ④ 利用者情報入力の画面に遷移したら，特別徴収義務者の情報を各項目に入力していく。入力完

了後，「次へ」を押下する。 
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 ⑤ 提出先・手続情報入力の画面に遷移したら，以下のとおり選択し，「追加」を押下し，追加さ

れた明細を選択のうえ「次へ」を押下する。 

  ・ 利用税目    「宿泊税」 

  ・ 提出先事務所等 「函館市役所」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 ⑥ 入力内容確認の画面に遷移したら，内容確認し，「次へ」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 証明書選択の画面に遷移したら，電子証明書を選択し，「次へ」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意】 

 代理人（税理士等）名義の電子証明書を添付してください。 
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 ⑧ 利用届出（新規）送信結果が表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【補足】 

 利用届出に入力した e-mail アドレス宛てに，「手続き完了通知」メールが届きます。メール

内には利用者 ID は記載されませんので，利用者 ID および暗証番号については，本画面にて確

認してください。 
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３ 代理行為の承認依頼 

  代理人が，特別徴収義務者の申告もしくは納入を代理で行う場合，特別徴収義務者の利用者 ID

を確認のうえ，それぞれについて代理行為の承認依頼を行い，当該特別徴収義務者から承認を得る

必要があります。 

 

   納入申告および納付（納入）を代理で行う場合 →「Ⅰ」へ 

 

   納付（納入）のみを代理で行う場合      →「Ⅱ」（P２６へ）へ 

 

Ⅰ 申告の代理行為の承認依頼 

 ① PCdesk（DL 版）に代理人の利用者 ID でログインし，「代理行為に係る手続き」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

 PCdesk（DL 版）のインストールについては，eLTAX ホームページをご覧ください。 

【eLTAX ホームページ「PCdesk の特徴と取得方法」内「PCdesk（DL 版）の取得方法」】 

https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/software/ （動画あり） 
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 ② 代理行為メニューが表示されるので，「代理行為の承認依頼」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 代理行為の承認依頼（申告）の画面に遷移したら「承認依頼先の利用者 ID」（関与先の特別

徴収義務者の利用者 ID）を入力し，「承認依頼状況」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足】 

 ポータルセンタログインのポップアップが表示された場合，代理人の暗証番号を入力して

「ログイン」を押下する。 
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 ④ P１７で「承認依頼状況」を押下したのち，「追加」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ 申告税目追加が表示されるので，「北海道」＞「函館市」を選択後，「宿泊税」を選択のうえ

「追加」を押下する。 
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 ⑥ 代理行為承認一覧に明細が追加されるので，以下のとおり選択のうえ「次へ」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑦ 代理行為の承認依頼（納税）が表示されるので，納入も代理で行う場合，「発行依頼・納付」

を選択のうえ「次へ」を押下する。 
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 ⑧ 承認依頼送信結果一覧が表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑨ PCdesk（DL 版）を関与先の特別徴収義務者の利用者 ID でログインし，「代理行為に関する手

続き」を押下する。 
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 ⑩ 代理行為メニューの画面に遷移したら「代理行為の承認」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足】 

 ポータルセンタログインのポップアップが表示された場合，関与先の特別徴収義務者の暗

証番号を入力して「ログイン」を押下する。 
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 ⑪ 代理行為の承認（申告）の画面に遷移したら「承認」を選択のうえ「次へ」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫ 代理行為の承認（納税）の画面に遷移したら「承認」を選択のうえ「次へ」を押下する。 
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 ⑬ 画面に以下のポップアップが表示されるので，「OK」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 ⑭ PCdesk（DL 版）に代理人の利用者 ID でログインし，「納税者切替」を押下する。 
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 ⑮ 納税者切替の画面に遷移したら「承認依頼先の利用 ID」（関与先の特別徴収義務者の利用者

ID）を入力し，「追加」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑯ 画面に以下のポップアップが表示されるので，「OK」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足】 

 ポータルセンタログインのポップアップ 

が表示された場合，代理人の暗証番号を入 

力して「ログイン」を押下する。 

 代理人名が表示される 

 承認依頼先の利用者 ID を入力する 

 代理人の利用者 ID が表示される 
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 ⑰ 画面に以下のポップアップが表示されるので，「OK」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 ⑱ 納税者一覧に関与先の明細が追加されるので，選択のうえ「代理人として操作」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑲ メインメニュー上部の関与先欄に，関与先の特別徴収義務者の利用者 ID と氏名または名称が

更新されていれば完了です。 

 

 

 

 

 

 

 代理人名が表示される  代理人の利用者 ID が表示される 

 関係先の利用者 ID が表示される  関与先の特別徴収義務者が表示される 
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Ⅱ 納付（納入）の代理行為の承認依頼 

 ① PCdesk（WEB 版）に代理人の利用者 ID でログインし，「代理人メニュー」から「代理行為の

承認依頼」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

 PCdesk（DL 版）のインストールについては，eLTAX ホームページをご覧ください。【eLTAX ホ

ームページ「PCdesk の特徴と取得方法」内「PCdesk（DL 版）の取得方法」】 

 https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/software/（動画あり） 
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 ② 代理行為の承認依頼の画面に遷移したら，関与先の利用者 ID を「承認依頼先の利用者 ID」欄

に入力し，「承認依頼状況」を押下する。「申請・届出」における更新内容で「承認依頼」を選

択，「納税」における宿泊税の更新内容で「発行依頼・納付」を選択し，「送信」を押下する。 
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 ③ 承認依頼送信結果が表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ 特別徴収義務者の利用者 ID および暗証番号でログインし ，利用者メニューから「代理行為の

承認」を選択する。 
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 ⑤ 代理行為の承認の画面に遷移したら，「申請・届出」における更新内容で「承認」を選択，

「納税」における更新内容で「承認」を選択し，「送信」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥ 画面上部に以下のメッセージが表示される。 
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４ 代理人による納入申告書の電子申告 

  PCdeskNext を使用して，宿泊税の納入申告書の電子申告を行えます。 

 ※ 函館市では３か月に一度，３か月分をまとめて申告していただく制度となっております。３か

月分をまとめて申告するためには，「【宿泊税】納入申告書＿特例申告（定額）」を使用してい

ただくこととなります。  

 ① PCdeskNext を起動し，利用者区分で「代理人」を選択した後，「利用者 ID」，「暗証番号」, 

「依頼人の利用者 ID」を入力し，「ログイン」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関与先の利用者 ID 

【補足】 

 ID・暗証番号が合っているのにログインができない場合，申告に係る代理行為の承認ができ 

ていない可能性があります。詳細は，P１６の「３ 代理行為の承認依頼」をご確認ください。 

代理人の暗証番号 

代理人の利用者 ID 



 

31 

 ② トップページが表示されるので，「【宿泊税】納入申告書＿特例申告（定額）」を選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 手続き説明の画面に遷移したら「電子署名環境を確認する」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ 電子署名環境確認の画面に遷移したら「提出先を選択する」を押下する。 
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 ⑤ 提出先選択の画面に遷移したら以下を選択し，「入力へ進む」を押下する。 

  ・ 地域    「北海道」 

  ・ 都道府県  「北海道」 

  ・ 市区町村  「函館市」 

  ・区・事務所  「函館市役所」 
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 ⑥ 手続きの申告画面に遷移にしたら，各項目を入力し「確認へ進む」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あて先は「函館市⾧」としてください。 

５桁の指定番号を「半角数字」でご入力

ください。施設を特定するための重要な

キーであり，空欄の場合，函館市からご

連絡させていただきます。 

申告内容について，確認のご連絡をさせていた

だくことがあります。申告内容がわかるご担当

者様のお名前，ご連絡先をご入力ください。 

５桁の指定番号「全角数字」でご入力く

ださい（省略可） 

宿泊施設の名称・住所をご入力くださ

い。 
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申告対象期間の２か月目の内

容を入力します。 

申告対象期間の１か月目の内

容を入力します。 



 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ １申告当たりの総上限容量：８Mbyte 

・ 選択できるファイルの拡張子および容量は以下のとおりです。 

 拡張子：「xls」「xlsx」「doc」「docx」「txt」「csv」「pdf」「jpg」「zip※」 

 ※ 以下の zip ファイルは添付することができません。 

  ① zip 内に上記以外の拡張子のファイルが含まれている場合 

  ② zip ファイルの中に zip ファイルが含まれている場合 

  ③ zip 内に２階層以上のフォルダが含まれている場合 

申告する各月の月計表を添付して

ください。 

申告対象期間の３か月目の内

容を入力します。 
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 ⑦ 申告確認の画面に遷移したら内容確認し，「電子署名へ進む」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑧ 電子証明書読込に遷移したら選択のうえ設定し「電子署名確認へ進む」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意】 

 代理人（税理士等）名義の電子証明書を添付してください。 
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 ⑨ 電子署名確認の画面に遷移したら，「署名・申告する」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑩ 申告完了画面が表示される。 
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５ 代理人による電子納税 

  PCdeskNext にて納入申告を行った宿泊税は，PCdesk で電子納税を行うことができます。 

 ※ 納税のみを電子で行うことはできません。必ず納入申告を行ってから電子納税手続きを行って

ください。 

 

 ① 代理人の ID で PCdesk（WEB 版）にログインし，「代理人メニュー」から「代理行為の実施」

を押下する。 
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 ② 納税者切替の画面に遷移したら，切り替えたい特別徴収義務者等の ID を選択し，「代理人と

して操作する」を押下する。 
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 ③ 代理行為メニューの画面に遷移したら「納税メニュー」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ 納税メニューの画面に遷移したら「電子申告連動」を押下する。 
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 ⑤ 納付対象申告一覧が表示されるので，条件を指定し，検索を行う。 

   電子納税を行いたい項目を選択後，「次へ」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例：令和８年４，５月分を納入したい場合 

令和８年４月１日～令和８年５月１日 
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 ⑥ 納付・納入金額一覧の画面に遷移したら，内容を確認後，「次へ」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑦ 納付・納入金額確認の画面に遷移したら「送信」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「納付書情報発行依頼を送信します。よろしいですか？」というポップ

アップが表示された場合，「はい」を選択してください。 
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 ⑧ 確認画面に遷移したら内容を確認し，「納税メニューへ」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑨ 納税メニューから，「納付書情報発行依頼の確認・納付」を押下する。 
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 ⑩ 納付情報一覧の画面に遷移したら，条件を指定し，検索を行う。 

   電子納税を行いたい明細を選択後，「次へ」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「納付可」となっているものについて電子納税ができます。「納付可」

になっていない場合は，手順④～⑧を先に行ってください。 
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 ⑪ 納付情報確認画面に遷移したら，内容を確認し，「次へ」を押下する。 
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 ⑫ 納付方法選択が表示されるので，希望する納付方法を選択し，「次へ」を押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足】手数料について 

 インターネットバンキングの利用に当た

っては，手数料が必要となる場合もあるた

め，あらかじめ利用する金融機関にご確認

ください。 

 クレジットカードの利用においては，納

付額に応じて「F-REGI 公金支払い」サイ

トのシステム利用料がかかります。 

 ダイレクト方式の利用においては，振替

のための手数料は必要ありません。 

【注意】 

ダイレクト方式を利用して納付する場合

は，eLTAX への口座登録および金融機関で

の口座振替の審査が必要になります。利用

開始に当たっては，金融機関の審査に日数

を要するため，ご注意ください。 

（参考）eLTAX ホームページ「ダイレクト

納付口座の登録方法について」 

https://www.eltax.lta.go.jp/news/03420 
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 ⑬ 納付確認画面が表示されるので，必要に応じて外部サイト等で納付手続を行う。 

  （納付が完了するとメッセージボックスに通知されます。） 
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